
広
島
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号 

 
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
広
島
県
条
例
第
十
号
）
第
十
六
条
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
が
定
め
る
医 

薬
品
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

介
護
老
人
保
健
施
設
に
係
る
知
事
が
定
め
る
医
薬
品
は
、
療
担
規
則
及
び
薬
担
規
則
並
び
に
療
担
基
準
に

基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
掲
示
事
項
等
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
号
）
第
六
に
定
め

る
医
薬
品
と
す
る
。 

   


